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１．安全委員会について 

 

安全委員会の設置 

 

１．趣旨 

大学祭期間中の会場管理・安全確保を目的として、昨年度までの大学祭に引き続き、安

全委員会を設置いたします。 

自主管理・自主運営の理念に基づいた大学祭を引き続き行うために、安全委員会の役割

は非常に重要であると考えます。 

 

２．安全委員会の役割 

 （１）最低限のルール作り 

    大学祭期間中に予想される事故に対しての対策・防止法を考え、大学祭を自主管理・

自主運営していくために最低限のルールを作ります。 

（２）安全防災に関する呼びかけ 

    参加団体の方々をはじめ、大学祭に参加する全ての人に対して安全防災の重要性を

呼びかけます。 

 （３）会場整備・警備・事故処理・情報集約 

    大学祭期間中のゴミ箱設置、会場内の巡回や状況把握、事故の際の対応などを行い

ます。 

 

３．安全委員会の構成 

大学祭実行委員会から２名、東京都立大学文化部連合役員会・首都大学東京体育会本部・

東京都立大学サークル連合理事会・首都大学東京南大沢・日野学生自治会執行委員会・学

生ホール管理運営委員会事務局より各１名ずつ選出された委員で構成されます。大学祭期

間中は学生ホール資料作成室に安全委員会を設置し、常時待機者を配置します。 

 

４．代表団体 

参加団体を屋内はフロア（階）ごとに、模擬店はブロックごとに分けて、それぞれの代

表団体を選出し、各エリア内の安全・衛生状況を点検して安全委員会に連絡していただき

ます。 
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５．安全管理責任者 

  各団体から部長・幹部クラスの人を選出していただき大学祭の安全防災の重要性を認識

し、それを団体内に浸透させることをお願いします。また、大学祭期間中の安全防災・清

掃ゴミ処理についての体制について説明しますので、それらを団体内に浸透させるパイプ

役になってもらいます。 

 

以上の体制で本年度も安全委員会を設置いたします。 

皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。 
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大学祭期間中における違反事項に関する条規 

 

※「大学祭期間中における違反事項に関する条規」を説明するにあたって 

 ２０年ほど前まで一部の心無い学生によって常軌を逸した行為がなされていました。我々

大学祭実行委員会としても安全委員会と協力して呼びかけを中心とした対策を講じてきまし

たが、それでは対応できない状況になってきました。 

 今となってはその事実を知っている人たちも少なくなってきましたが、１４年前に東京都

立大学第４６回大学祭で飲酒に絡んだ事件が起こりました。これは新聞にも記載されるほど

の大事件になり、大学側にこのままの状況ではこれからの大学祭には協力出来ないという思

いを持たせるにいたりました。 

 そこで、この大学祭は本来あるべき大学祭の姿とはかけ離れていると考えた当時の大学祭

常任委員会は、 

 

大学祭期間中の 

１．学内における飲酒の完全禁止 

２．学内からの夜間完全退出（ただし、準備日・後片付け日は除く） 

 

という条件のもと次年度の大学祭を開催する、という提案をし、当時の臨時大学祭委員総会

で承認されました。この条件を守るために生まれた規約が「大学祭期間中における違反事項

における規約」です。 

しかし近年、規約による罰則適用とまではいかないまでも注意を受ける団体が多くなって

きています。７年前と５年前には供託金没収となる違反も起こっています。 

 飲酒に関する問題は大学祭における飲酒全面禁止、さらには大学祭自体の存続にも関わる

問題となりかねません。だからこそ皆さんに、この規約が大学側からの信頼回復・規制緩和

を目指している、ということを理解していただく必要があります。２０年ほど前の事態が繰

り返されないようにし、みやこ祭が来年度以降につながるものとする上で、今回の「大学祭

期間中における違反事項に関する条規」は重要であると大学祭実行委員会は考えています。 

以上の考えに基づいて、大学祭実行委員会は次の内容で条規を設けます。この条規は大学

祭を無事に終了させることを私たちが保証し、大学祭をより望ましい形で発展させていくこ

とを目指すものです。 
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大学祭期間中における違反事項に関する条規 

 

第１条（趣旨） 

この条規は、大学祭期間中において学生が大学祭を自主管理・自主運営していくに際し、更

なる安全防災を図るために定められたものである。 

 

第２条（試行期間） 

この条規は大学祭期間中にのみ適用される。ただし、第５条（３）は除く。 

 

第３条（参加条件） 

大学祭に参加する団体は、大学祭における安全防災の保証のため、参加申請を行うと同時に

供託金を大学祭実行委員会に納めなければならない。大学祭実行委員会が特別に認めた場合

を除き、納めていない団体の大学祭への参加は認めない。 

 

第４条（違反事項） 

大学祭期間中における違反事項は次の通りとする。 

 

（１）飲酒に絡んだ問題を起こした場合。特に未成年の飲酒に関する問題を起こした場合近

隣住民に迷惑を及ぼす場合。飲酒に絡んだ問題が起きた場合、それ以後の大学祭期間

中の飲酒に全面禁止を含めた何らかの制限を課す。 

（２）大学祭期間中において、後に掲げる第１２条に定めた退構時間を守らずに、大学構内

にとどまっている場合。ただし、特別に認められた場合は除く。 

（３）安全委員会の警告に応じない場合。 

 

第５条（処分） 

大学祭実行委員会が第４条に該当していると判断した団体への処分は以下の通りとする。 

（１）供託金を没収する。 

（２）本年度大学祭への継続参加を認めない。 

（３）次年度以降、一定期間大学祭への参加を認めない。 

 

第６条（参加団体以外の大学祭参加者及び来場者への対応） 

参加申請を提出していない大学祭参加者及び来場者が違反などを犯した場合は、大学祭終了

後に大学祭実行委員会と大学側との協議の上で何らかの処罰を講ずる。 
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第７条（供託金の金額） 

（１）営利を目的としないゼミ及び研究室単位での参加団体には、供託金を課さない。 

（２）営利を目的としない団体のうち上記（１）に該当しない場合は、５，０００円とする。 

（３）営利を目的とする団体のうち、上部団体（体育会・文化部連合・サークル連合）に加

盟している団体及びクラス・ゼミ・研究室単位での参加団体は１０，０００円とする。 

（４）営利を目的とする団体のうち上記（３）に該当しない団体は２０，０００円とする。 

 

第８条（供託金の返却） 

処分を受けなかった団体の供託金は、大学祭終了後に機会を設けて返却する。 

 

第９条（供託金の使途） 

没収された供託金は公的機関に寄付する。なお、供託金を期日までに取りに来なかった場合

は、こちらから連絡はするが、それでも取りに来なかった場合、公的機関へ寄付することと

する。 

 

第１０条（飲酒の終了時間） 

午後９時３０分をもって飲酒を終了とする。 

 

第１１条（行事の終了時間） 

午後１０時をもって大学祭の行事をすべて終了とする。 

 

第１２条（完全退構） 

午後１０時３０分までに構内から退出とする。ただし特別に認められたものは除く。 
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供託金制度 

１．趣旨 

  この供託金制度は、飲酒に絡んだ問題を防ぎ、大学祭を円滑に終わらせること、さらに

私たち学生が、大学から信頼を得て来年度以降の大学祭を無事に行うことを保証すること

を目的とします。 

  ２０年ほど前までの大学祭においては、一部の学生による常軌を逸した行為がなされて

いました。そして１４年前に飲酒に関する大事件が起こり、飲酒全面禁止となりました。 

  それ以来、少しずつ規制緩和がなされました。昨年度は時間制限付きの飲酒解禁という

条件のもと大学祭を行ったところ、供託金没収となる問題・事故もなく無事に大学祭を終

えることができました。 

  しかし、いまだに危険な飲酒をする光景が見られたこともあり、『自主管理・自主運営』

の理念が十分に浸透しているとは言えない状況です。飲酒に絡んだ大事件を起こした過去

を消し去れない以上、私たちはこの問題を真摯に受け止め、再発防止に努める必要がある

と考えます。 

※ 飲酒に絡んだ問題を起こした場合、来年度以降の大学祭が飲酒解禁のもと行われるとい

う保証はありません。 

 

２．制度内容 

 ・大学祭参加団体は供託金として、参加形態に応じた金額を大学祭実行委員会に納めるも

のとします。 

 ・大学祭期間中、飲酒に絡んだ問題などを起こした団体からは、ペナルティとして、供託

金を没収します。 

 ・条規を守り、問題を起こさなかった団体には大学祭終了後、機会を設けて供託金の返却

を行います。なお、没収した供託金は公的機関に寄付するものとします。 

 

３．対象・金額 

（１）営利を目的としないゼミ及び研究室単位での参加団体には、供託金を課さない。 

（２）営利を目的としない団体のうち上記(１)に該当しない場合は、５，０００円とする。 

（３）営利を目的とする参加団体のうち、上部団体（体育会・文化部連合・サークル連合）

に加盟している団体及びクラス・ゼミ・研究室単位での参加団体は１０，０００円と

する。 

（４）営利を目的とする参加団体のうち、上記（３）に該当しない団体は２０，０００円 と

する。 
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※ 上記（１）から（４）の複数の形態で参加する団体は、その高い方の金額を納めること

とする。 

 

４．納入期限 

  参加申請と同時に大学祭実行委員会に納入することを原則とします。納入期限は参加申

請の締切日と同じく、８月８日（金）です。 

  納入の際には郵便局で払い込みをして頂きます。詳しい納入方法は「事務手続きの手引

き１」をご覧ください。 

 

５．返却 

  条規を守り、問題を起こさなかった団体には、大学祭終了後に供託金の返却を行います。

返却の日程・場所は決定次第お知らせいたします。 

  返却日程を過ぎても供託金を取りに来なかった団体に関しては、大学祭実行委員会から

連絡をいたしますが、それでも取りに来なかった場合は公的機関に寄付いたします。ご理

解ください。 
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補償金制度 

１．趣旨 

  補償金制度は、参加団体全員で「自主管理・自主運営」を行っていくという大学祭の理

念に基づいています。この制度では、「大学祭期間中に大学構内施設などにおいて当事者不

明の汚損・破損があった場合は、参加団体全員でその責任を分担する必要がある」と考え

ます。 

  責任を各団体で分担することによって、「自主管理・自主運営」の理念を各団体の全員が

理解するようになると考えます。さらに各団体同士で注意し合えば、大学祭期間中の汚損・

破損の可能性を減少させることができます。 

  また、例年通りの施設に加え、来年度以降新たな施設の使用を可能にする上で必要な制

度です。 

 

２．制度内容 

  大学祭の参加団体から一律に一定の金額を補償金として大学祭実行委員会が預かり、大

学祭期間中に当事者不明の汚損・破損が生じた場合、補償金から修理費をまかない、その

修理費を差し引いた残金を各団体に均等に返却します。ただし責任の所在が明らかな場合

や本人がその汚損・破損を認めた場合は汚損・破損した者が弁償することとします。 

 

(例)１団体あたりの補償金の金額が５，０００円、参加団体数が１００団体であるとす

ると、補償金合計額は５，０００円×１００団体＝５０万円となります。 

その後、大学祭期間中に窓ガラスの破損が数箇所見つかり、その当事者が分から

なかったとします。その修理費が１５万円であったとすると、１団体あたりへの返

却額は（５０万円－１５万円）÷１００団体＝３，５００円となります。 

 

※ 責任の所在を特定できない場合、補償金を適用する場合がありますので、個々が汚

損・破損のないように各施設を使用してください。 

 

３．対象・金額 

  大学祭に参加する団体に一律５，０００円とします。ただし、弁償額が補償金の限度を

超えた場合は追加徴収するものとします。また、特別に認められた団体は除きます。 
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４．納入期限 

 参加申請と同時に大学祭実行委員会に納入することを原則とします。納入期限は参加申請

の締切日と同じく、８月８日（金）です。 

 納入の際には郵便局で払い込みをして頂きます。詳しい納入方法は「事務手続きの手引

き１」をご覧ください。 

 

５．管理 

  補償金の管理、大学への修理費の支払いは大学祭実行委員会が行います。精算終了後、

大学祭実行委員会が会計報告をするものとします。 

 

６．返却 

  補償金に該当するような汚損・破損がなかった場合は全額返却します。適用がなされた

場合は修理費を差し引いた額を返却します。返却の日程・場所は決定次第お知らせします。 

  返却日程を過ぎても取りに来なかった団体に関しては、大学祭実行委員会から連絡をい

たしますが、それでも取りに来なかった場合、公的機関に寄付させて頂きます。ご理解く

ださい。 
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３．本部企画紹介・参加者公募 

 

 

 




